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先月初め、関東地方を襲った台風15号。特に護

岸が損壊して大量の海水が流れ込んだ金沢区臨海

部産業団地などの被災企業への復旧支援、被災農

家への支援を推進する補正予算が市会で提案され、

10月16日の本会で可決される見通しです。

台風の爪痕深く
金沢区の福浦・幸浦地域には750の事業所があ

り、そのうち483か所で床上浸水や車両破損など

の被害を受け、事業者数で300社にのぼると聞い

ています。市内農家は、ビニールハウスの破損な

ど約300件の被害が報告されています。

【支援内容】
補正増額された復旧支援額は総額53億7500万円

です。

●市被災中小企業・小規模企業復旧支援補助金

①自治体連携型持続化補助金

国・県と協調して、被災企業の8割を占める被

害額4000万円以下の中小企業等の事業再建の支援

対象経費：施設、設備、車両等の修繕・購入等に

要する経費

補助率：４分３（国・県３分の1、市12分の1）

補助額上限：3000万円まで

②市単独補助金

市単独で、被害額4000万円を超える被災中小企

業等企業を対象に追加の支援を行う。

対象地域：横浜市金沢区

対象経費：①と同様

補助率：10分の1

補助上限額：3000万円（①と合わせて6000万円ま

で補助）

10月末に説明会。11月中旬～申請受付開始、12

月から候補決定通知されます。

●中小企業被害対策特別支援利子補給補助金

台風15号対策特別資金を利用する中小企業・小規

模企業の利子の全額補給

●信用保証料助成等事業

●被災農業者への支援

国の補助制度を活用し、台風15号で被害を受け

た農業用施設等の再建・修繕や除去・処分にかか

る費用を補助する。

補助率：10分の7以内（国10分3、県10分の2、市1

0分の2以内）

対象経費：農業用施設等の再建・修繕、撤去・処分

支援強化を求める申入れ
9月13日、党市議団は、被災した金沢区臨海部

産業団地を視察、20日には林市長に、台風15号の

被害の全容把握と生活再建最優先の被災者支援策

強化を求める申入れを行っています。

被災民間住宅の支援も
4000万円以下の被害額の４分３は、国・県から

補助金が出ますが、残りは融資（借金）となりま

す。体力が少ない中小企業に、借金を背負わせる

ことになれば、廃業への引き金になりかねません。

融資対応ではなく市独自の補助金の創設が必要で

す。また、事業者だけでなく、被災住宅への支援

制度の導入も引き続き求めていきます。

９月10日 金沢区被災地視察時の現地の様子


